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第６章 安全で魅力的なまちづくり 

● 施策体系施策体系施策体系施策体系    

第第第第１１１１節節節節    安全安全安全安全なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    

 （細節）       （細々節） 

１ 防災     （１）市街地の防災環境整備 

      （２）防災体制の確立 

      （３）地域防災力の向上 

      （４）地域防災計画の充実 

２ 防犯     （１）防犯環境の整備 

      （２）防犯体制の充実 

      （３）防犯意識の高揚 

３ 消防     （１）消防体制の整備・充実 

      （２）火災予防の推進 

      （３）警防活動の充実 

      （４）救急活動の充実 

第第第第２２２２節節節節    暮暮暮暮らしやらしやらしやらしや都市活都市活都市活都市活動動動動をををを支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり    

 （細節）       （細々節） 

１ 総合的な都市整備の推進   （１）地域の特性を生かしたまちづくりの推進 

      （２）適切な土地利用の誘導 

      （３）都市機能の向上と市街地の整備 

      （４）福祉のまちづくりの推進 

      （５）吹田操車場の跡地利用 

２ 緑豊かな安心して遊べる公園整備   （１）特色のある公園・緑地の整備 

      （２）公園施設の整備と維持管理 

      （３）市民との協働による公園管理 

３ 誰もが安全で快適な交通環境づくり  （１）交通バリアフリーの推進 

      （２）違法駐車の防止 

      （３）自転車の放置防止 

      （４）交通安全施設の整備 

      （５）交通安全教育の推進 

４ 自動車に過度に依存しない交通環境づくり  （１）歩行者・自転車優先のまちづくり 

      （２）総合交通体系の確立 

５ 安全で快適な道路整備    （１）都市計画道路の整備 

      （２）道路機能の整備 

      （３）道路機能の管理・維持 

      （４）環境整備・安全対策の充実 

６ 上水道の整備    （１）水源の有効利用 

      （２）水質の適正管理 

      （３）浄配水施設の計画的な整備 

      （４）給水方法の改善 

      （５）水の適正利用 

７ 下水道の整備    （１）下水道管等の充実 

      （２）下水処理場・ポンプ場の充実 

      （３）総合的な雨水対策の推進 

      （４）流域下水道の整備 

第第第第６６６６章章章章    安全安全安全安全でででで魅力的魅力的魅力的魅力的なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    
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第６章 安全で魅力的なまちづくり 

第第第第３３３３節節節節    良好良好良好良好なななな住宅住宅住宅住宅・・・・住環境住環境住環境住環境づくりづくりづくりづくり    

 （細節）       （細々節） 

１ 多様なニーズに対応した住宅の整備  （１）総合的な住宅政策の推進 

      （２）健康で安心して住める住宅整備 

      （３）市営住宅における住環境の向上 

      （４）分譲マンションへの支援 

２ 良好な住環境づくり 

第第第第４４４４節節節節    景観景観景観景観にににに配慮配慮配慮配慮したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり    

 （細節）       （細々節） 

１ 良好な都市景観の形成    （１）総合的景観施策の展開 

      （２）自然景観の保全と育成 

      （３）地域の景観資源の保全と活用 

      （４）地域の特性を生かした都市景観の形成 

２ 景観形成への啓発・支援   （１）景観意識の向上 

      （２）景観形成活動への支援 

 

● 建設事業関係建設事業関係建設事業関係建設事業関係    

25 (13) 外壁塗装工事 28

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 1 合　計 28

25 (13) -

26 (14) 耐震性防火水槽（100 立方メートル）２基 56

27 (15) 耐震性防火水槽（100 立方メートル）１基 28

28 (16) 耐震性防火水槽（100 立方メートル）１基 28

29 (17) 耐震性防火水槽（100 立方メートル）１基 28

6 1 3 3 合　計 140

25 (13) 実施設計 13

26 (14) -

27 (15) デジタル化整備工事 577

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 3 合　計 590

25 (13) 建設工事、用地買収、都市再生機構負担金等 552

26 (14) 建設工事、用地買収、都市再生機構負担金等 655

27 (15) 都市再生機構負担金 3

28 (16) 都市再生機構負担金 3

29 (17) 都市再生機構負担金 13

6 2 1 3 合　計 1,226

事  業  内  容

消防本部が移転した後の南消防署庁舎の改

修を行うことにより、ＪＲ以南地域の防災

拠点施設としての機能充実を図る。

阪急千里山駅周辺地区の居住環境の創出、

都市機能の更新、住宅供給促進を図るた

め、千里山佐井寺線など都市基盤等の整備

を実施する。また、都市基盤整備の一部を

都市再生機構の直接施行制度により整備を

行う。

震災時や水道断水時等における消防水利を

確保するため、防火水槽を設置する。

[警防課]

「安全なまちづくり」

防火水槽整備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里山駅周辺整備事業

[指令情報室]

「安全なまちづくり」

南消防署庁舎改修事業

「安全なまちづくり」

消防・救急無線デジタル

化事業

[消防本部総務課]

[都市整備室]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

概　　　　　要

アナログ消防救急無線をデジタル方式へ移

行する。

年度(西暦)

事業費

単位：

百万円
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第６章 安全で魅力的なまちづくり 

25 (13) 関係機関協議・調整 -

26 (14) 関係機関協議・調整 -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 3 合　計 -

25 (13) 用地交換事務等 8

26 (14) 用地交換、南センタービル解体撤去、公共広場詳細設計 673

27 (15) 公共広場建設工事等 397

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 3 合　計 1,078

25 (13) サービス購入料（設計建設費） 316

26 (14) サービス購入料（設計建設費） 311

27 (15) サービス購入料（設計建設費） 307

28 (16) サービス購入料（設計建設費） 302

29 (17) サービス購入料（設計建設費） 297

6 2 1 3 合　計 1,533

25 (13) 区画整理事業補助金、管理者負担金等 331

26 (14) 区画整理事業補助金、管理者負担金等 2,178

27 (15) 管理者負担金等 4,653

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 5 合　計 7,162

25 (13) 整備工事 62

26 (14) 整備工事 195

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 5 合　計 257

25 (13) 整備工事 149

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 5 合　計 149

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 2 1 合　計 -

[吹田操車場跡地まちづくり室]

未開設区域の整備を行う。

JR岸辺駅周辺の地域拠点として、吹田操

車場跡地のまちづくりとの整合を保ちなが

ら、駅前にふさわしい活気あるまちの実現

を図る。

千里南地区センター再整備事業基本計画

（案）に基づいて、都市基盤の整備を行

う。

[都市整備室]

［各所管室課]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

ＪＲ岸辺駅南駅前広場等

整備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

区画整理事業区域外施設

整備事業

[吹田操車場跡地まちづくり室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

片山公園整備事業

[道路公園整備室]

[千里再生室]

[千里再生室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

ＪＲ岸辺駅周辺整備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里南地区センター再整

備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里ニュータウンプラザ

管理事業

千里出張所をはじめ１４の公共的機能を持

つ千里ニュータウンプラザの設計建設費を

平成24年度（2012年度）から20年間に

わたり分割して支払う。

吹田操車場跡地に新たに整備される岸辺駅

北駅前広場と機能や役割分担を行うため、

駅前広場の再整備を行う。

吹田操車場跡地のまちづくりは「緑と水に

つつまれた健康・教育創生拠点」を基本

に、本市のみならず北大阪全体に貢献で

き、また周辺地域にも寄与できる魅力的で

個性ある、近未来のまちづくりを実現し、

環境先進性や医療クラスターの形成を目指

すまちづくり誘導を行う。

《地元経済の維新【11】医療クラスター

の形成》

吹田操車場跡地土地区画整理事業の区域外

において、吹田操車場跡地のまちづくりを

進める上で、重要となる都市計画道路等の

関連施設の整備を行う。

主な路線は、都市計画道路天道岸部線の整

備、南千里岸部線の線形検討。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

吹田操車場跡地整備事業

[吹田操車場跡地まちづくり室]

事  業  内  容 年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号
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25 (13) -

26 (14) 整備工事 6

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 2 1 合　計 6

25 (13) -

26 (14) 　 -

27 (15) 測量 3

28 (16) 基本設計 2

29 (17) -

6 2 2 2 合　計 5

25 (13) 施設整備 6

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 2 2 合　計 6

25 (13) 施設整備 6

26 (14) 施設整備 6

27 (15) 施設整備 6

28 (16) 施設整備 6

29 (17) 施設整備 6

6 2 2 2 合　計 30

25 (13) 施設整備 60

26 (14) 施設整備 60

27 (15) 施設整備 60

28 (16) 施設整備 30

29 (17) 施設整備 30

6 2 2 2 合　計 240

25 (13) -

26 (14) 施設整備 43

27 (15) 施設整備 43

28 (16) 施設整備 43

29 (17) 施設整備 43

6 2 2 2 合　計 172

25 (13) -

26 (14) 特定経路等整備工事及び実施設計等 109

27 (15) 特定経路等整備工事及び実施設計等 249

28 (16) 特定経路等整備工事及び実施設計等 118

29 (17) 特定経路等整備工事及び実施設計等 168

6 2 3 1 合　計 644

千里南地区センター再整備事業における関

連事業として、既存施設の再整備を図る。

市民のいこいの場である公園にトイレを設

置する。

高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律に基づき事業を実施する。

市内に残された数少ない里山的環境がある

樹林の保全・活用を図る。

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた

公園等のバリアフリー化を推進し、利用者

の安全性と利便性の向上を図るとともに、

予防保全的な維持管理への転換によるコス

トの逓減も図るために策定した計画にした

がい整備を行う。

地域に残る自然と窯跡などの史跡の保存を

図る。

事  業  内  容

市内の公園を「街角防災ふれあい広場」と

して、ソーラー照明、マンホールトイレ、

かまどベンチなどを整備する。

[道路公園整備室]

「安全なまちづくり」

街角防災ふれあい広場整

備事業

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公園環境（トイレ）整備

事業

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

交通バリアフリー道路特

定事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里南公園再整備事業

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公園等バリアフリー化及

び施設長寿命化計画事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

朝日が丘緑地整備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

里山保全事業

[道路公園整備室]

[道路公園企画室]

年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号
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25 (13) 交通安全施設整備等 50

26 (14) 交通安全施設整備等 66

27 (15) 交通安全施設整備等 66

28 (16) 交通安全施設整備等 66

29 (17) 交通安全施設整備等 66

6 2 3 4 合　計 314

25 (13) 整備工事（千里山地区） 9

26 (14) -

27 (15) 都市再生機構負担金 1

28 (16) 都市再生機構負担金 1

29 (17) 都市再生機構負担金 2

6 2 4 1 合　計 13

25 (13) 整備工事(本線)等 997

26 (14) 整備工事(本線)、用地買収、物件補償等 3,263

27 (15) 整備工事(本線)、駅前広場詳細設計等 2,195

28 (16) 整備工事(本線)、駅前広場築造工事等 2,357

29 (17) 整備工事(本線)、駅前広場築造工事等 2,349

6 2 5 1 合　計 11,161

25 (13) 用地買収、物件補償等 234

26 (14) 造成工事等 438

27 (15) 築造工事等 148

28 (16) 築造工事等 78

29 (17) -

6 2 5 1 合　計 898

25 (13) 用地測量、詳細設計等 51

26 (14) 用地買収、詳細設計、整備工事等 1,467

27 (15) 用地買収、物件補償、整備工事等 3,056

28 (16) -

29 (17) -

6 2 5 1 合　計 4,574

25 (13) 用地買収等 620

26 (14) 築造工事等 154

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 5 2 合　計 774

25 (13) -

26 (14) 詳細設計 17

27 (15) 詳細設計、改良工事 82

28 (16) 改良工事 157

29 (17) 詳細設計、改良工事 141

6 2 5 2 合　計 397

市内各路線の道路の新設、改良を行う。

歩道の整備、段差解消及び防護柵の設置等

の交通安全施設の改良を行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画道路南吹田駅前

線立体交差事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画道路千里山佐井

寺線道路新設事業

市内の鉄道駅に有料の自転車駐車場を整備

し、歩行者等の安全や通行機能を確保す

る。

南吹田一丁目～南吹田三丁目地区のＪＲ東

海道本線との立体交差区間及び駅前交通広

場の整備を図る。Ｌ＝約390m　Ｗ＝

14.3～26.7m　A＝約3,600㎡

都市計画道路十三高槻線（正雀工区）の整

備に係るアクセス道路として、市道吹東町

29号線・30号線（Ｌ＝415m、W＝

7.5m）を新設する。

千里山佐井寺線の未整備区間690mのう

ち千里山松が丘工区Ｌ＝405mを、千里

山駅周辺地域へのアクセス道路として整備

する。

事  業  内  容

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

自転車駐車場の整備

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

交通安全施設整備事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画道路十三高槻線

（正雀工区）取付道路新

設事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

一般道路改良事業

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画道路南千里岸部

線道路新設事業

吹田操車場跡地区画整理事業の区域外にお

いて、吹田操車場跡地のまちづくりを進め

る上で、重要となる都市計画道路の整備を

行う。

[道路公園整備室]

年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号
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25 (13) 改良工事 25

26 (14) 詳細設計、改良工事 33

27 (15) 詳細設計、改良工事 33

28 (16) 詳細設計、改良工事 33

29 (17) 詳細設計、改良工事 33

6 2 5 2 合　計 157

25 (13) 橋梁長寿命化対策調査設計 5

26 (14) 橋梁長寿命化対策調査設計、修繕工事等 60

27 (15) 橋梁長寿命化対策調査設計、修繕工事等 60

28 (16) 橋梁長寿命化対策調査設計、修繕工事等 60

29 (17) 橋梁長寿命化対策調査設計、修繕工事等 60

6 2 5 2 合　計 245

25 (13) 道路改良用地取得 1

26 (14) 道路改良用地取得 5

27 (15) 道路改良用地取得 403

28 (16) 道路改良用地取得 4

29 (17) 道路改良用地取得 4

6 2 5 2 合　計 417

25 (13) -

26 (14) 詳細設計 12

27 (15) 詳細設計、耐震補強工事 100

28 (16) 詳細設計、耐震補強工事 45

29 (17) 詳細設計、耐震補強工事 65

6 2 5 3 合　計 222

25 (13) 舗装工事等 80

26 (14) 舗装工事等 100

27 (15) 舗装工事等 100

28 (16) 舗装工事等 100

29 (17) 舗装工事等 100

6 2 5 3 合　計 480

25 (13) 浄配水施設改良工事、浄配水施設耐震補強工事、さく井掘替え・補修工事　等 521

26 (14) 浄配水施設改良工事、浄配水施設耐震補強工事、さく井掘替え・補修工事　等 860

27 (15) 浄配水施設改良工事、浄配水施設耐震補強工事、さく井掘替え・補修工事　等 583

28 (16) 浄配水施設改良工事、浄配水施設耐震補強工事、さく井掘替え・補修工事　等 1,181

6 2 6 1 29 (17) 浄配水施設改良工事、浄配水施設耐震補強工事、さく井掘替え・補修工事　等 1,836

6 2 6 3 合　計 4,981

25 (13) 基幹管路整備工事、配水支管整備工事　等 1,213

26 (14) 基幹管路整備工事、配水支管整備工事　等 1,072

27 (15) 基幹管路整備工事、配水支管整備工事　等 1,063

28 (16) 基幹管路整備工事、配水支管整備工事　等 1,146

29 (17) 基幹管路整備工事、配水支管整備工事　等 1,219

6 2 6 3 合　計 5,713

安定した水道システムの確立のため、基幹

管路の耐震化や配水支管の更新等を行う。

市内各地の道路の局部的な改良を行う。

道路を整備するにあたり、必要な用地を確

保する。

市内の市道各路線の道路舗装工事を行う。

安定した水道システムの確立のため、自己

水源の確保に努めるとともに、老朽化した

浄水施設の改良・更新や浄配水施設の耐震

補強を図る。

事  業  内  容

市内の道路橋の耐震改修・補強工事等を行

う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

自己水源の確保と浄配水

施設の整備

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

計画的な管路整備

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

橋梁耐震補強事業

[道路公園整備室]

[工務室]

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

道路用地取得事業

[浄水室]［工務室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

路線道路舗装事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

道路局部改良事業

（一般事務事業含む)

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

一般橋梁改良事業 市内の道路橋の新設、改良工事を行う。

[道路公園整備室]

年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号
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25 (13)
汚水・合流管渠（φ200～250 ㎜）L=756m ・雨水管渠（350 ㎜）

L=50m ・高度処理水圧送管（φ150～200 ㎜）L=155m

509

26 (14)
汚水・合流管渠（φ250～□3300×2640mm）L=760m ・雨水管渠

（φ250～□2000×1400mm）L=551m

810

27 (15)
汚水・合流管渠（φ200～□3300×2640mm）L=492m ・雨水管渠

（φ700～1500 ㎜）L=387m

890

28 (16)
合流管渠（φ500～□3300×2640mm）　L=473m　・雨水管渠（φ

400～1500 ㎜）　L=280m

975

6 2 7 1 29 (17) 合流管渠（φ300～□3200×2560mm）　L=685m 720

6 2 7 3 合　計 3,904

25 (13) ポンプ・電気等の設備設計、配水管切替工事等 52

26 (14) 自家発電設備等設計、ポンプ・送風機等の設備更新工事、用地買収等 1,402

27 (15) 防食等の設計、ポンプ設備等の更新工事、長寿命化策定等 1,181

28 (16)
電気室設備等の設計、ポンプ設備等の更新工事、防食工事、用地買収

等

1,747

29 (17)
ポンプ設備等の設計、電気室設備等の更新工事、防食工事、用地買収

等

974

6 2 7 2 合　計 5,356

25 (13) -

26 (14) ポンプ・自家発電等の設備設計、ポンプ設備更新工事 232

27 (15) ポンプ設備更新工事 106

28 (16) ポンプ設備・自家発電設備更新工事 505

29 (17) ポンプ設備更新工事 211

6 2 7 2 合　計 1,054

25 (13) -

26 (14) 汚泥処理施設実施設計 53

27 (15) 耐震工事、汚泥処理施設工事、環境整備設計等 1,261

28 (16) 汚泥処理施設工事 1,701

29 (17) 環境整備等工事 200

6 2 7 2 合　計 3,215

25 (13) -

26 (14) 再利用水実施計画 4

27 (15) 再利用水実施設計 15

28 (16) -

29 (17) 再利用水設備工事 85

6 2 7 2 合　計 104

25 (13) 滞水池、調整池送水配管工事 2,064

26 (14) 滞水池工事跡復旧 80

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 7 2 合　計 2,144

25 (13) -

26 (14) 詳細設計 34

27 (15) 詳細設計 91

28 (16) 整備工事 4

29 (17) 整備工事 484

6 2 7 3 合　計 613

全市水洗化の達成のため、引続き汚水管渠

整備を行う。

雨水未整備地区の浸水に対する安全度を高

めるため雨水管渠整備を図るとともに、浸

水被害のある箇所から重点的に浸水対策を

進める。

合流式下水道の雨天時放流水の水質向上を

図るため、施設の改修を行う。

川面処理区における抜本的な浸水対策のた

め、雨水レベルアップ整備を行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公共下水道管渠整備事業

（下水道特別会計）

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

下水処理場高度処理整備

事業

（下水道特別会計）

[水再生室]

各下水処理場の施設整備、改築更新工事等

を行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

下水処理場整備事業

（下水道特別会計）

[下水道整備課]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

雨水レベルアップ整備事

業

（下水道特別会計）

[水再生室]

[水再生室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

合流式下水道緊急改善整

備事業

（下水道特別会計）

大阪湾流域別下水道整備総合計画に基づ

き、窒素・リン等の排出負荷量を削減する

ために施設の改修を行う。

[水再生室]

川園ポンプ場の施設整備、改築更新工事を

行う。

耐用年数の過ぎた汚泥処理施設を、循環型

社会に対応したシステムに改築更新する。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

川園ポンプ場整備事業

（下水道特別会計）

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

南吹田下水処理場汚泥処

理施設整備事業

（下水道特別会計）

[水再生室]

[下水道整備課]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

事  業  内  容 年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円
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25 (13) 管渠・処理場・ポンプ場整備工事 162

26 (14) 管渠・処理場・ポンプ場整備工事 211

27 (15) 管渠・処理場・ポンプ場整備工事 211

28 (16) 管渠・処理場・ポンプ場整備工事 181

29 (17) 管渠・処理場・ポンプ場整備工事 189

6 2 7 4 合　計 954

25 (13) 管更生工事・接続管渠工事等 705

26 (14) 施設撤去・施設建設等 1,302

27 (15) 施設撤去・施設建設 1,283

28 (16) 施設建設 473

29 (17) 施設建設 473

6 2 7 4 合　計 4,236

25 (13) 雨水基本計画の策定（レベルアップ整備区域） 14

26 (14) 下水道事業に係る調査研究 1

27 (15) 事業計画変更 11

28 (16) 下水道事業に係る調査研究 1

29 (17) 下水道事業に係る調査研究 1

6 2 7 － 合　計 28

25 (13) -

26 (14) 用地買収 21

27 (15) 　 -

28 (16) 　 -

29 (17) 　 -

6 2 7 － 合　計 21

25 (13) 建設工事、アドバイザリー委託等 11

26 (14) 建設工事、モニタリング、跡地活用等 995

27 (15) 建設工事、モニタリング、跡地活用等 2,314

28 (16) 建設工事、モニタリング、跡地活用等 1,597

29 (17) 跡地活用等 100

6 3 1 3 合　計 5,017

25 (13) 断熱化・外壁工事 59

26 (14) 直圧化・断熱化・外壁工事 224

27 (15) 防水・断熱化・外壁工事 150

28 (16) 防水・外壁工事・エレベーター更新 120

29 (17) 防水・外壁工事・エレベーター更新 120

6 3 1 3 合　計 673

25 (13) -

26 (14) 施設整備等 20

27 (15) 施設整備等 20

28 (16) 施設整備等 20

29 (17) 施設整備等 20

6 4 1 4 合　計 80

小規模なスペースを利用し、まちに魅力と

潤いのある空間を創出するために、市内に

ポケットパークを整備する。

安威川流域下水道事業の管渠・処理場・ポ

ンプ場整備に係る本市の割当てを負担す

る。

維持管理費や建設費の縮減を図るため、正

雀処理区を安威川流域下水道区域に編入さ

せる。

雨水基本計画、高度処理計画等を含めた本

市の下水道に係る計画を策定し、事業実施

に必要となる都市計画決定変更・事業認可

変更等の法手続きを行う。

油谷水路の用地買収を行う。

狭小・老朽化した昭和４０年代以前の市営

住宅を建替えることにより、住環境の向上

を図る。

市営住宅について吹田市営住宅長寿命化計

画に基づき、現行の整備基準及び耐震基準

に適合した住環境の整備・改善を進め、良

質なストック形成を図る。

事  業  内  容

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

安威川流域下水道建設事

業

（下水道特別会計）

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公共下水道計画・認可事

業

（下水道特別会計）

[道路公園整備室]

「良好な住宅・住環境づ

くり」

新佐竹台住宅集約建替事

業

[下水道管理課]

[下水道経営室]

｢景観に配慮したまちづ

くり｣

ポケットパーク整備事業

「良好な住宅・住環境づ

くり」

市営住宅改善事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

正雀処理区編入事業

（下水道特別会計）

[下水道経営室]

[下水道整備課]

[住宅政策室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

油谷水路用地買収事業

[住宅政策室]

年度(西暦) 概　　　　　要

事業費

単位：

百万円

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号
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25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 1 1 合　計 -

25 (13) 19,558

26 (14) 19,558

27 (15) 19,558

28 (16) 19,558

29 (17) 19,558

6 1 1 1 合　計 97,790

25 (13) 300

26 (14) 4,912

27 (15) 300

28 (16) 4,912

29 (17) 300

6 1 1 2 合　計 10,724

25 (13) 4,214

26 (14) 6,607

27 (15) 4,622

28 (16) 7,552

29 (17) 2,339

6 1 1 3 合　計 25,334

25 (13) 3,540

26 (14) 24,883

27 (15) 2,983

28 (16) 36,105

29 (17) 2,983

6 1 1 3 合　計 70,494

25 (13) 42

26 (14) 42

27 (15) 42

28 (16) 42

29 (17) 42

6 1 1 3 合　計 210

25 (13) 522

26 (14) 192

27 (15) 162

28 (16) 162

29 (17) 162

6 1 1 4 合　計 1,200

「安全なまちづくり」

防災訓練事業

災害発生時における初動体制及び応急対策

の確立を図るとともに、防災意識の向上を

図るため実施。

東南海・南海地震や都市型直下地震に対応

するため、具体的な行動計画を策定する。

「安全なまちづくり」

非常用物資の備蓄及び防災

用資機材の整備

防災意識の向上及び安全確保の方策や避難

所の位置等を記載した防災ハンドブックを

転入者等に配布し、災害対策の周知を図

る。

吹田市職員の緊急防災要員以外に吹田市退

職職員などボランティアの育成を図り、吹

田市職員として経験した専門性を活かし

て、初期防災活動体制を充実させる。

災害時における生活必需品等の非常用物資

の備蓄を図るとともに、自主防災組織等に

対して、防災用資機材を給付する。

①地域防災計画推進事業

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

施策及び事業の内容

①地域防災推進事業

①公共施設の耐震改修促進事業

継

　

　

続

継

　

　

続

地震による建築物の倒壊等の被害から市民

の生命、身体及び財産を保護するため、建

築物の耐震改修の促進のための措置を講ず

ることにより、建築物の地震に対する安全

性の向上を図る。

市有建築物が災害時に果たす役割等を総合

的に判断して、計画的に順次、耐震診断を

実施し、耐震改修を推進する。

区分 摘　　　　要

［各所管室課]

「安全なまちづくり」

建築物の耐震改修促進

「安全なまちづくり」

災害ボランティア育成事業

[危機管理室]

[危機管理室]

「安全なまちづくり」

地域防災計画推進事業

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

「安全なまちづくり」

公共施設の耐震改修

「安全なまちづくり」

防災ハンドブックの改訂

[危機管理室]

[危機管理室]

[危機管理室]

[危機管理室]

[住宅政策室]

①非常用物資備蓄事業

②防災用資機材給付事業

継

　

　

続

①防災訓練事業

①災害ボランティア育成事業

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

①防災ハンドブックの作成・改訂事業

    

● 制度等制度等制度等制度等のののの施策関係施策関係施策関係施策関係 
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25 (13) 81,502

26 (14) 81,502

27 (15) 81,502

28 (16) 81,502

6 1 1 － 29 (17) 81,502

6 2 3 － 合　計 407,510

25 (13) 16,204

26 (14) 16,264

27 (15) 16,264

28 (16) 16,324

29 (17) 16,324

6 1 2 2 合　計 81,380

25 (13) 9,476

26 (14) 11,593

27 (15) 11,593

28 (16) 11,593

29 (17) 11,593

6 1 3 1 合　計 55,848

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 1 合　計 -

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 1 合　計 -

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 1 合　計 -

25 (13) 1,059

26 (14) 1,209

27 (15) 1,157

28 (16) 1,110

29 (17) 1,494

6 1 3 2 合　計 6,029

[指令情報室]

「安全なまちづくり」

消防指令業務の共同運用

事業

新

　

　

規

消防通信指令施設を近隣市と共同で整備し

運用することで、消防力の効果的運用によ

る市民サービスの向上を目指すとともに、

費用面の節減効果を目指す。

①北消防署改修検討事業

①消防指令業務の共同運用事業

「安全なまちづくり」

自主防火組織の育成強化

継

　

　

続

[予防課]

防火意識の啓発と初期消火を目的とした家

庭防火クラブの設立を促し、指導育成を図

る。また、幼年期からの防火意識の啓発を

目的として、幼年消防クラブを結成し、育

成を図る。

「安全なまちづくり」

消防力の整備及び消防組織

機構の検討

継

　

　

続

継

　

　

続

[消防本部総務課]

[消防本部総務課]

消防力の整備指針に基づき、本市の実情に

応じた署所、車両、人員等の整備目標を検

討し、消防力不足地域の改善を図るととも

に、消防組織機構の見直しにより、効率的

な組織運営を図る。

昭和４１年に建設された現庁舎は、RC２

階建で敷地利用率も悪く老朽化しているた

め、南千里地域における消防力の整備も含

め、建替えによる耐震化等を総合的に検討

する。

「安全なまちづくり」

消防職員における教育・訓

練の充実

①自主防火組織育成強化事業

①消防力の整備及び消防組織機構の検討事業

[消防本部総務課]

①交通災害共済加入事業

②火災等共済加入事業

③交通災害共済給付事業

④火災等共済給付事業

⑤交通災害共済基金積立事業

⑥火災等共済基金積立事業

⑦火災等共済予備費管理事業

①～⑦（交通災害・火災等共済特別会計）

「安全なまちづくり」

北消防署の改修

「安全なまちづくり」

地域防犯の推進

交通事故や火災等により災害を受けた者を

救済するため共済制度を設け、市民生活の

安定と福祉の増進に寄与する。

[危機管理室]

①地域防犯推進事業

②青パト燃料支援事業

（事業名称を安心安全の都市づくり推進事業から地域

防犯の推進に変更。）

地域の防犯活動の活性化を図る。

継

　

　

続

緊急事態に迅速かつ的確な対応をするた

め、消防職員の教育・訓練を充実し、現場

対応能力の維持・向上を図る。

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

「安全なまちづくり」

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

交通災害・火災等共済制度

          [地域自治推進室]

継

　

　

続

①消防職員教育・訓練充実事業

区分 摘　　　　要

継

　

　

続

事　業　費

施策及び事業の内容

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 2,487

26 (14) 2,164

27 (15) 2,275

28 (16) 2,275

29 (17) 2,385

6 1 3 2 合　計 11,586

25 (13) 108

26 (14) 173

27 (15) 173

28 (16) 173

29 (17) 173

6 1 3 2 合　計 800

25 (13) 32,452

26 (14) 33,965

27 (15) 33,965

28 (16) 33,965

29 (17) 33,965

6 1 3 3 合　計 168,312

25 (13) 2,763

26 (14) 2,763

27 (15) 2,763

28 (16) 2,763

29 (17) 2,763

6 1 3 3 合　計 13,815

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 3 合　計 -

25 (13) 3,240

26 (14) 7,292

27 (15) 6,479

28 (16) 7,878

29 (17) 4,738

6 1 3 3 合　計 29,627

25 (13) 6,573

26 (14) 6,573

27 (15) 6,573

28 (16) 6,573

29 (17) 6,573

6 1 3 3 合　計 32,865

[指令情報室]

[救助課]

継

　

　

続

継

　

　

続

一定規模以上の事業所に対し、自衛消防組

織の組織化を促し、装備の充実を指導する

とともに、訓練・行事等への参加を呼びか

ける。

消防職員及び資機材を対象として、複雑多

様化する災害に迅速・的確に対処し、災害

発生時の被害の軽減を図るため、現有資機

材を勘案した消防体制の構築、各種訓練の

実施、また、各種資機材の点検・整備によ

り、消防活動に必要な資機材等を常時使用

可能な態勢に整え、消防活動の充実を図

る。

継

　

　

続

症状の緊急性や救急車の要否について判断

に悩む市民に対して、医学的見地から適切

な助言を行い、多くの市民に安心感を与え

るとともに、必要なときはワンストップで

救急車を出場させるコールセンターを運営

する。大阪市消防局を事業主体とし、本市

は事業負担金を拠出し運営にあたる。

①救急安心センター運営事業

春、秋の火災予防運動を軸に各防火協力団

体等の協力を得て、防火ＰＲを積極的に行

うとともに、市民に対する防火意識の普及

と広報活動の効果をあげるために、消防音

楽隊や防災指導用資機材の活用を図る。

継

　

　

続

継

　

　

続

①救助活動事業

②救助資器材等整備事業

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

震災時の同時多発火災に対応するとともに

消防力の不足を補い、さらに自主消火組織

を育成強化し、地域防災体制の確立を図

り、市民参加による災害に強いまちづくり

を進める。

あらゆる災害において、的確な人命救助活

動を実施するため、各種教養派遣や訓練等

を通じて、隊員の質的向上に努めるととも

に、救助資器材を整備し救助活動体制の充

実強化を図る。

①防火意識啓発普及事業

①警備活動事業

継

　

　

続

継

　

　

続

区分

[予防課]

「安全なまちづくり」

防火意識の啓発と普及

施策及び事業の内容

①可搬式小型動力ポンプ整備事業

①自衛消防組織の育成強化事業

各署の予防担当者の査察技術の向上を図り

ながら、危険物施設及び防火対象物の査察

を実施する。また、防火対象物の実態に応

じ現地指導を行い、防火管理の徹底を図

る。

①予防査察・自主防火管理充実事業

摘　　　　要

「安全なまちづくり」

警備活動

[警防課]

「安全なまちづくり」

可搬式小型動力ポンプ整備

「安全なまちづくり」

救助活動体制の強化

「安全なまちづくり」

救急安心センター運営事業

「安全なまちづくり」

予防査察及び自主防火管理

の充実

[警防課]

[予防課]

「安全なまちづくり」

自衛消防組織の育成強化

[警防課]

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) -

26 (14) -

27 (15) 523,830

28 (16) -

29 (17) -

6 1 3 3 合　計 523,830

25 (13) 10,386

26 (14) 10,123

27 (15) 10,140

28 (16) 10,183

29 (17) 10,281

6 1 3 4 合　計 51,113

25 (13) 1,522

26 (14) 1,364

27 (15) 1,364

28 (16) 1,364

29 (17) 1,364

6 1 3 4 合　計 6,978

25 (13) 1,022

26 (14) 111

27 (15) 1,022

28 (16) 111

29 (17) 1,022

6 1 － － 合　計 3,288

25 (13) 143

26 (14) 473

27 (15) 457

28 (16) 299

29 (17) 256

6 1 － － 合　計 1,628

25 (13) 44

26 (14) 3,581

27 (15) 44

28 (16) 3,581

29 (17) 44

6 1 － － 合　計 7,294

25 (13) 2,172

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 1 － － 合　計 2,172

「安全なまちづくり」

救急救命体制の推進

「安全なまちづくり」

東日本大震災被災者支援事

業

平成２３年３月１１日１４時４６分頃、三

陸沖を震源とするM９．０の巨大地震の発

生による被災地及び被災者に対して、支援

対策本部を設置し、市長会、関西広域連

合、特例市等と連携し、応急から復興に至

るまで様々な分野において人的・物的支援

を行う。

[危機管理室]

継

　

　

続

[指令情報室]

①高機能消防指令センター更新事業

新

　

　

規

「安全なまちづくり」

高機能消防指令センター

更新事業

高機能消防指令センターの指令システムが

耐用年数を迎えるため、更新する。

[救急課]

国民保護法に基づく事業を実施する。

継

　

　

続

高病原性のＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザ及

び新型インフルエンザの発生、流行に備

え、吹田市新型インフルエンザ対策行動計

画に基づき対策を実施する。

①救急活動事業

②救急業務体制整備事業

③高規格救急自動車等資器材整備事業

④救急救命士資格取得推進事業

継

　

　

続

毎年増加を続ける救急事案に対応するとと

もに、救急隊員の応急処置の拡大に対応

し、救急救命士等の資格取得を進め、重篤

患者の救命率向上を図るため、救急救命高

度化を推進し、資器材の整備を図る。

①国民保護法関連事業

①応急手当普及啓発事業

継

　

　

続

①新型インフルエンザ対策事業

①安心安全の都市づくり推進事業

[危機管理室]

継

　

　

続

安心安全の都市（まち）づくり宣言に基づ

き、安心安全に関わるすべての団体・機関

とネットワークを構築し、情報交換、交流

を通じて安心安全の都市（まち）づくりを

推進する。

①東日本大震災被災者支援事業

「安全なまちづくり」

国民保護法関連事業

[危機管理室]

[救急課]

救急講習等を通じて市民に応急手当の普

及・啓発を行い、自主救護能力の向上を図

り、救急事故における、市民からの迅速な

救命リレーにより救命率の向上を図る。

「安全なまちづくり」

安心安全の都市宣言

「安全なまちづくり」

応急手当の普及啓発の推進

[危機管理室]

[各所管室課]

「安全なまちづくり」

新型インフルエンザ対策

事業

継

　

　

続

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 1,848

26 (14) 1,698

27 (15) 1,698

28 (16) 1,698

6 2 1 1 29 (17) 1,698

6 2 1 3 合　計 8,640

25 (13) 316

26 (14) 316

27 (15) 316

28 (16) 316

29 (17) 316

6 2 1 1 合　計 1,580

25 (13) 132

26 (14) 132

27 (15) 132

28 (16) 132

29 (17) 132

6 2 1 1 合　計 660

25 (13) 132

26 (14) 182

27 (15) 182

28 (16) 182

29 (17) 182

6 2 1 1 合　計 860

25 (13) 684

26 (14) 684

27 (15) 684

28 (16) 684

29 (17) 684

6 2 1 1 合　計 3,420

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 2 合　計 -

25 (13) 2,921

26 (14) 3,461

27 (15) 1,768

28 (16) 693

29 (17) 3,291

6 2 1 3 合　計 12,134

継

　

　

続

継

　

　

続

①千里ニュータウンまちづくり支援事業（まちづくり

支援事業）

①都市計画マスタープラン事業

継

　

　

続

[都市整備室]

無秩序な開発やスプロールの防止と、調和

のとれた良好なまちづくりの推進のため

に、助言、指導、誘導等の支援を行う。

都市計画マスタープランは都市計画の基本

的な方針を示すもので、吹田市総合計画を

上位計画とし、まちづくりの基本理念を掲

げ、今後の本市の都市計画を推進する上で

の指針である。本事業では、平成26年度

改訂に向け都市計画マスタープランの見直

しを行う。

継

　

　

続

関係機関等と協議、調整を行いながら、千

里ニュータウンの再生への具体化に向け取

り組む。

継

　

　

続

①まちづくり活動支援事業

①南吹田地域まちづくり事業

①千里ニュータウンまちづくり広域連携事業

①宅地化農地利用計画支援事業

①千里ニュータウン情報館運営事業

千里ニュータウンのまちづくりについて、

関係機関の連携を推進するとともに、市民

主導型の広域的交流事業を支援する。

地域特性を生かした市民主体のまちづくり

を進めるため、まちづくりの初動期、住民

の合意形成など都市計画に関するまちづく

りの知識の普及や活動への支援を行う。

おおさか東線の新駅設置や周辺幹線道路の

整備の進捗にあわせ、市民との協働によ

り、地域特性を生かした魅力あるまちづく

りを進める。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

南吹田地域まちづくり事

業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

まちづくり活動支援事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里ニュータウンまちづ

くり広域連携事業

継

　

　

続

継

　

　

続

千里ニュータウンに関する資料の収集、展

示、情報発信等により地域住民をはじめ多

様な主体の相互交流、連携を図る。

[都市整備室]

[千里再生室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画マスタープラン

事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

宅地化農地利用計画支援

[都市整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里ニュータウン情報館

事業

[千里再生室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里ニュータウンまちづ

くり支援事業

[都市整備室]

[千里再生室]

[都市整備室]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 207,067

26 (14) 175,445

27 (15) 161,258

28 (16) 187,142

29 (17) 187,393

6 2 1 3 合　計 918,305

25 (13) 191,239

26 (14) 185,652

27 (15) 191,239

28 (16) 212,537

29 (17) 191,323

6 2 1 3 合　計 971,990

25 (13) 154

26 (14) 154

27 (15) 154

28 (16) 154

29 (17) 154

6 2 1 3 合　計 770

25 (13) 3,000

26 (14) 6,100

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 1 3 合　計 9,100

25 (13) 263

26 (14) 4,615

27 (15) 4,615

28 (16) 4,615

29 (17) 4,615

6 2 1 5 合　計 18,723

25 (13) 13,775

26 (14) 42,304

27 (15) 34,344

28 (16) 42,304

29 (17) 34,344

6 2 1 5 合　計 167,071

25 (13) 1,566

26 (14) 1,566

27 (15) 1,566

28 (16) 1,566

29 (17) -

6 2 2 1 合　計 6,264

新大阪～加美～久宝寺間の城東貨物線

(20.3km)を電化客車運行し、南吹田地区

に新駅を設置する。

[都市整備室]

[吹田操車場跡地まちづくり室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

貨物ターミナル環境計測

事業

吹田貨物ターミナル駅（仮称）建設事業に

伴い、周辺市民からの要望により設置され

た自動車排出ガス測定局を移管受けし、適

正に維持管理を行う。

新

　

　

規

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

吹田操車場跡地管理事業

吹田操車場跡地に新たに整備された、南北

自由通路、緑の遊歩道を移管受けし、適正

に維持管理を行う。

新

　

　

規

[各所管室課]

新

　

　

規

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

桃山台～南千里駅間の沿

道にぎわい活性化事業

千里ニュータウンの桃山台～南千里駅間の

幹線道路沿いにおいて、まちの活性化や更

なる魅力の向上をめざし、柔軟な土地利用

等を図る。

[各所管室課]

[千里再生室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里ニュータウンプラザ

運営事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

おおさか東線の建設

（大阪外環状鉄道㈱施

行）

近隣センターの活性化、再生を目指し、近

隣センター内の地権者等の意識を高め、合

意形成等を図る。

[千里再生室]

①貨物ターミナル環境計測事業

①吹田操車場跡地管理事業

①大阪外環状線鉄道建設事業

千里出張所をはじめ１４の公共的機能を持

つ千里ニュータウンプラザ全体の維持管理

を行う。

公園を花木等によって特色づける。

継

　

　

続

継

　

　

続

①近隣センター活性化再生支援事業

①特色のある公園づくり事業

①千里ニュータウンプラザ運営事業（「千里ニュータ

ウンプラザ管理事業」の普通建設事業を除く。）

継

　

　

続

[吹田操車場跡地まちづくり室]

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

特色のある公園づくり事

業

[各所管室課]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

近隣センター活性化再生

支援事業

[千里再生室]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

①桃山台～南千里駅間の沿道にぎわい活性化事業

新

　

　

規
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25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

6 2 2 1 29 (17) -

6 2 2 2 合　計 -

25 (13) 558

26 (14) 725

27 (15) 725

28 (16) 725

29 (17) 725

6 2 2 3 合　計 3,458

25 (13) 700

26 (14) 893

27 (15) 893

28 (16) 893

29 (17) 893

6 2 2 3 合　計 4,272

25 (13) 1,539

26 (14) 13,551

27 (15) 5,701

28 (16) 1,476

29 (17) 12,842

6 2 3 1 合　計 35,109

25 (13) 516

26 (14) 516

27 (15) 516

28 (16) 516

29 (17) 516

6 2 3 2 合　計 2,580

25 (13) 55,147

26 (14) 53,240

27 (15) 72,225

28 (16) 61,475

29 (17) 48,254

6 2 3 2 合　計 290,341

25 (13) 471,694

26 (14) 480,805

27 (15) 480,759

28 (16) 484,959

6 2 3 3 29 (17) 483,800

6 2 4 1 合　計 2,402,017

①交通バリアフリー推進事業

②交通バリアフリー化整備補助事業

継

　

　

続

公園環境美化、竹林、里山保全活動に対し

て支援を行い、市民との協働による事業と

して制度的な位置づけを行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

違法駐車等防止対策

①公園等の計画的整備事業

継

　

　

続

①千里北公園東部地区整備事業

①緑あふれる未来サポーター事業

継

　

　

続

放置自転車等の移送や放置防止指導などの

対策と、自転車駐車場の管理運営を連携さ

せることにより、総合的な自転車対策を実

施する。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

総合的自転車対策事業

公園東部地区の一般開放されていない区域

に、市民参加による花壇づくりの取り組み

をはじめる。また野鳥の食餌となる樹木を

植栽する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律に基づく基本構想の見直し及

びソフト施策の実施等。公共交通事業者が

行うバリアフリー化設備の整備に対し補助

する。

摘　　　　要

継

　

　

続

継

　

　

続

地域の特性にあわせた、個性豊かな公園等

を整備するため、地域の現状と課題を調査

し、計画的に公園、遊園等の整備や改修を

進める。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

市営自動車駐車場の管理

運営

[道路公園管理室]

①迷惑駐車対策事業

違法駐車等の防止啓発活動をすることによ

り、交通渋滞の解消と、交通事故を未然に

防止することで、市民の安全で快適な生活

環境の保持及び向上を図る。

[道路公園管理室]

市営自動車駐車場の管理運営を行う。

（江坂公園駐車場）

①駐車場管理事業（自動車駐車場特別会計）

継

　

　

続

継

　

　

続

①総合的自転車対策事業（交通対策費）

②総合的自転車対策事業（自転車駐車場費）

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

千里北公園東部地区整備

事業

[道路公園整備室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公園等の計画的整備事業

[道路公園企画室]

[道路公園企画室]

[道路公園整備室]

[道路公園企画室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

緑あふれる未来サポー

ター事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

交通バリアフリー推進事

業等

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容

事　業　費

区分

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 1,000

26 (14) 1,000

27 (15) 1,000

28 (16) 1,000

29 (17) 1,000

6 2 3 5 合　計 5,000

25 (13) 30,785

26 (14) 40,750

27 (15) 39,617

28 (16) 56,285

29 (17) 64,752

6 2 4 2 合　計 232,189

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) 100,000

29 (17) 280,000

6 2 5 1 合　計 380,000

25 (13) 9,495

26 (14) 13,005

27 (15) 13,005

28 (16) 13,005

29 (17) 13,005

6 2 5 3 合　計 61,515

25 (13) 1,400

26 (14) 1,400

27 (15) 1,400

28 (16) 1,400

29 (17) 1,400

6 2 5 3 合　計 7,000

25 (13) 6,520

26 (14) 6,520

27 (15) 6,520

28 (16) 6,520

29 (17) 6,520

6 2 5 3 合　計 32,600

25 (13) 349,970

26 (14) 355,025

27 (15) 356,269

28 (16) 355,025

6 2 6 2 29 (17) 355,437

6 2 6 4 合　計 1,771,726

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

路側帯安全対策事業

境界標等のデータの一元管理を図り、メン

テナンスを容易にする。

[道路公園管理室]

[道路公園整備室]

私道の舗装の老朽化に伴う舗装の更新に際

して、助成を行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

私道舗装助成事業

通学路及び歩車道の分離ができない市道に

ついて、歩行者の「安全の確保」のひとつ

として、運転者の注意を促すために、道路

の路側線や外側線の外側をグリーンに色分

けする。

[道路公園整備室]

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

すいた地籍調査官民境界

等先行型促進事業

[道路公園整備室]

交通安全運動の啓発及び事業実施。自転車

安全運転免許証交付講習会及び、小学校等

での交通安全教育における修了証交付によ

り、歩行、自転車マナー向上を図る。

吹田市地域公共交通総合連携計画に基づ

き、公共交通の利用促進のための事業を実

施する。また、環境と福祉に配慮したコ

ミュニティバスを運行する。

千里山高塚～千里山西六丁目地区、L＝

1,140mの事業化に向け関係機関と協

議、調整を行う。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

公共交通の充実

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

都市計画道路佐井寺片山

高浜線道路新設事業

[道路公園企画室]

継

 

 

続

継

　

　

続

水安全計画の運用など水質管理の向上、直

結給水の推進と貯水槽水道の適正管理の啓

発、鉛製給水管の早期解消を図る。

①私道舗装助成事業

①交通事故をなくす運動事業

①地域公共交通活性化事業

②コミュニティバス運行事業

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

安全でおいしい水の供給

①都市計画道路佐井寺片山高浜線道路新設事業

①小規模受水槽の点検及び設置者への助言・指導・勧

告事業

②ＧＬＰの維持・更新と水質分析機器の整備事業

③鉛製給水管解消事業

①すいた地籍調査官民境界等先行型促進事業

①路側帯安全対策事業

[道路公園企画室]

[工務室]［浄水室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

交通安全運動の推進

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 28,416

26 (14) 28,416

27 (15) 28,416

28 (16) 28,416

29 (17) 28,416

6 2 6 5 合　計 142,080

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 6 － 合　計 -

25 (13) 6,096

26 (14) 6,133

27 (15) 6,205

28 (16) 7,011

29 (17) 7,083

6 2 6 － 合　計 32,528

25 (13) -

26 (14) -

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 7 － 合　計 -

25 (13) -

26 (14) 36,855

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

6 2 7 － 合　計 36,855

25 (13) 6,054

26 (14) 6,549

27 (15) 6,542

28 (16) 6,542

29 (17) 6,542

6 2 7 － 合　計 32,229

25 (13) 300

26 (14) 515

27 (15) 515

28 (16) 515

29 (17) 515

6 2 7 － 合　計 2,360

下水道事業に地方公営企業法を適用するこ

とについて、その影響・効果等を把握し、

今後の方針を検討する。

①資産台帳整備事業（下水道特別会計）

[下水道経営室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

資産台帳整備事業

下水道事業の開始から現在までに取得した

有形・無形の資産が、現在どのような価値

を持つ状態で存在するのかを調査し、資産

台帳を作成する。

①地方公営企業法適用検討事業(下水道特別会計)

継

　

　

続

新

　

　

規

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

助成金及び融資あっ旋事

業

水循環を前提とした水道事業として環境に

配慮した事業を実施する。

[経営室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

広報・広聴・協働活動

ニーズが高い、料金業務・給水装置の維持

管理・水道水質にかかるサービスを充実す

る。

水道事業について、より知っていただきな

がら、地域の水道として親しんでいただく

ための事業を実施する。

縮

　

　

小

継

　

　

続

①漏水調査事業

②庁舎壁面に緑のカーテン設置事業

①高齢者世帯の給水相談事業

継

 

 

続

①雨水貯留タンク設置助成事業(下水道特別会計)

①助成金及び融資あっ旋事業(下水道特別会計)

継

　

　

続

継

　

　

続

①すいどうにゅーすの発行事業

②小学校への水飲み場の設置事業

③水道モニターの活動事業

④各種イベントの実施事業

【縮小内容】②については当面中止。

雨水流出抑制及び水の再利用を図るため

に、雨水貯留タンクの設置に対して購入費

の一部を助成する。

汲み取り便所を水洗便所に改造する者（し

尿浄化槽等の公共下水道への切替接続者を

含む）に対して、改造助成金の交付や融資

あっ旋を行う。

［料金課]

[給水相談課] [水質課]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

水道サービスの充実

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

環境に配慮した事業

[経営室]

[工務室][浄水室]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

地方公営企業法適用検討

事業

[下水道管理課]

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

雨水貯留タンク設置助成

事業

[下水道管理課]

[下水道経営室]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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25 (13) 2,642

26 (14) 2,642

27 (15) 2,642

28 (16) 2,642

29 (17) 2,642

6 2 7 － 合　計 13,210

25 (13) 101,769

26 (14) 101,769

27 (15) 101,769

28 (16) 101,769

29 (17) 101,769

6 3 1 1 合　計 508,845

25 (13) 81,784

26 (14) 81,784

27 (15) 81,784

28 (16) 81,784

29 (17) 81,784

6 3 1 2 合　計 408,920

25 (13) 619

26 (14) 619

27 (15) 5,619

28 (16) 5,619

29 (17) 619

6 3 1 4 合　計 13,095

25 (13) 750

26 (14) 750

27 (15) 750

28 (16) 750

29 (17) 750

6 3 2 － 合　計 3,750

25 (13) 2,727

26 (14) 4,623

27 (15) 4,629

28 (16) 4,635

29 (17) 4,641

6 4 2 2 合　計 21,255

25 (13) 2,448

26 (14) 6,104

27 (15) 3,055

28 (16) 2,912

29 (17) 2,811

6 4 － － 合　計 17,330

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

継

　

　

続

①水質管理指導事業（下水道特別会計）

[水再生室]

継

　

　

続

法令に基づく届出業務と規制対象事業への

立入、採水、指導を通して当該事業所から

の排水を良好な状態に保つ。

住宅に困窮する低額所得者が、安心して住

み続けられる住宅を低廉な家賃で供給し、

的確に管理する。

継

　

　

続

住宅マスタープランに基づき、総合的な住

宅政策を推進するとともに、重点施策であ

る分譲マンションの管理の適正化を推進

し、分譲マンション管理組合間の交流に必

要な情報等の提供を行う。

既存民間建築物のアスベストの含有分析調

査に対する費用の助成を行う。

①住宅政策事業

②住宅政策事業(住宅マスタープラン)

「良好な住宅・住環境づ

くり」

福祉型借上公共賃貸住宅

制度

「良好な住宅・住環境づ

くり」

住宅政策事業

市民グループ及び自治会等に道路の一定区

間を路面清掃や除草などをしていただくこ

とで地域の環境美化の推進を図る。

地域の特性を活かした、景観からのまちづ

くりを行うため、公共事業の調整や民間誘

導、啓発、支援など、総合的な景観行政を

推進する。

「景観に配慮したまちづ

くり」

緑あふれる未来サポー

ター事業

①住宅建築物アスベスト改修事業

「良好な住宅・住環境づ

くり」

建築物のアスベスト対策

[開発審査室]

「景観に配慮したまちづ

くり」

景観まちづくり推進事業

[都市整備室]

[開発審査室]

[道路公園整備室]

①景観まちづくり推進事業

①緑あふれる未来サポーター事業

①市営住宅管理事業

②住宅審議会運営事業

①福祉型住宅借上事業

②福祉型住宅管理事業

住宅に困窮する高齢者・障がい者世帯の住

宅を確保するため、一定の水準と設備をも

つ民間賃貸住宅を借上げて市営住宅として

供給する。

「暮らしや都市活動を支

える基盤づくり」

水質管理指導事業

「良好な住宅・住環境づ

くり」

住宅管理事業

[住宅政策室]

[住宅政策室]

[住宅政策室]

「施　　策」

事　業　名

[担　当　所　管]

施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

    


